
6

振動工具の取扱説明書、カタログ、ホームページ等により示された時期及び方法等により
振動工具を適切に点検・整備等してください。

振動工具管理責任者 �
振動工具を有する事業場については、「振動工具管理責任者」を選任し、振動工具の点検・

整備状況を定期的に確認するとともに、その状況を記録してください。

上記の他、「チェーンソー取扱い作業指針」及び「チェーンソー以外の振動工具の取扱い
業務に係る振動障害予防対策指針」などに基づき、健康診断及びその結果に基づく措置、安
全衛生教育、体操などを行ってください。

５ 振動工具の点検・整備

６ その他の振動障害予防対策の実施


